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③

※　２割特例については、P69をご参照ください。

その課税期間の仕入控除税額を適格請求書発行事業者となる小規模事業

者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例）を適用して計算する場合
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４.Ｐ10「公益社団法人等が募集する寄附金の取扱い」をご覧ください。
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　イからハまでによっては使途の特定ができない補助金等
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簡易課税制度又は２割特例を選択している事業者

　簡易課税制度又は２割特例を適用せず、一般課税により仕入控除税額の計算を行う場合で、

特定収入割合（Ｐ４参照）が５％を超えるときは、特定収入に係る課税仕入れ等の税額は仕入

税額控除の対象とはなりません。

※　調整前の仕入控除税額とは、通常の計算方法により計算した仕入控除税額をいいます。

　適格請求書等保存方式（インボイス制度）開始後は、適格請求書発行事業者（インボイ

ス発行事業者）以外の者からの課税仕入れについては、原則として、仕入税額控除の適用

を受けることはできませんが、当該課税仕入れであっても、特定収入に係る課税仕入れ等

の税額の調整計算の対象となります。

　　ただし、この場合には、一定の調整規定があります。詳しくは、Ｐ15をご参照ください。

−10− −11−

P

公益社団法人等が募集する寄附金の取扱い
　公益社団法人又は公益財団法人が作成した寄附金の募集に係る文書において、特定支出のためにの

み使用することとされている当該寄附金の収入で、次に掲げる要件の全てを満たすことについて当該

寄附金の募集に係る文書において明らかにされていることにつき、公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律第３条に規定する行政庁の確認を受けているものは、特定収入に該当しないこと

となります。

　（１）特定の活動に係る特定支出のためにのみ使用されること

　（２）期間を限定して募集されること

　（３）他の資金と明確に区分して管理されること

　また、公共・公益法人等が国又は地方公共団体から交付を受ける補助金等の使途は、交付要綱

等でその使途が明らかにされていないまでも、その多くが予算又は決算において明らかにされてい

ますので、公共・公益法人等においてもＰ８②の方法により補助金等の使途を特定することができ

ます。

　ただし、公共・公益法人等がＰ８②の方法により使途を特定する場合には、補助金等の交付元

である国、地方公共団体がその補助金等の使途を明らかにした文書を確定申告書とともに納税地

の所轄税務署長に提出する必要があります。

−10−－10－
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　調整割合が著しく変動した場合に該当するときは、特定収入に係る課税仕入れ等の税額
について別途調整が必要となります。

※

※　資産の譲渡等の対価の額の合計額＝課税売上高（税抜き）＋免税売上高＋非課税売上高+国外売上高
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　具体的な計算事例は、29ページ以降をご覧ください。

　なお、このパンフレットは、申告に係る課税期間に標準税率７.８％又は軽減税率６.24％が適用

された取引のみを行った（付表１-３を用いて計算する）場合について説明しています。

　旧税率（６.３％等）が適用された取引がある場合は、地方消費税額の計算方法が異なるため、付

表１-１及び１-２を用いて計算します。

　この場合の計算事例については、パンフレット「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税

（令和２年６月）」を参考にしてください。

　パンフレットや使用する計算表、付表等は、国税庁ホームページ（国、地方公共団体や公共・公

益法人等と消費税）からダウンロードすることができます。
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 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（仕入控除税額の制限額）の計算については、特定収入のあ

った課税期間における当該特定収入の金額により行うこととなります。そのため、仕入税額控除の

対象外となる適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れ（以下「控除対象外仕入れ」といいま

す。）を課税仕入れ等に係る特定収入（課税仕入れ等に使途が特定されている特定収入）により支出

したとしても、計算上、仕入控除税額の制限の対象となります。

 ただし、課税仕入れ等に係る特定収入により控除対象外仕入れを一定程度行い、当該特定収入（取

戻し対象特定収入）について仕入控除税額の制限を受けた場合において、国等へ報告することとさ

れている文書（実績報告書など）又は国、地方公共団体が合理的な方法により使途を明らかにした

文書により、その控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにしているときは、控除

対象外仕入れに係る仕入控除税額の制限額に相当する額を、その明らかにした課税期間（免税事業

者である課税期間及び簡易課税制度又は２割特例の適用を受ける課税期間を除きます。）における

課税仕入れ等の税額の合計額に加算できます。  

 ⑴ 取戻し対象特定収入とは 
「取戻し対象特定収入」とは、次の算式により計算した割合が５％を超える場合のその特定収入

をいいます。 
なお、「取戻し対象特定収入」に該当するかどうかの判定は、ある課税期間に受領した全ての課税

仕入れ等に係る特定収入の合計額を基礎として行うものではなく、課税仕入れ等に係る特定収入ご

とに、その課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額

を基礎として行います。 

 ＝ 

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された

控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された

課税仕入れに係る支払対価の額の合計額

  ＞ ５％ 

 

 

 

 

 

取戻し対象 

特定収入 

※ 上記割合の計算における「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」には、 

・ 免税事業者である課税期間及び簡易課税制度又は２割特例の適用を受ける課税期間において、適格請求書発

行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額は含まれません。  

・ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れであっても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で

仕入税額控除が認められる課税仕入れに係る支払対価の額は含まれません。 

・ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置（令和５年 10 月１日から令和８年９月 30

日までは仕入税額相当額の 80％控除、令和８年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日までは仕入税額相当額の

50％控除）の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額は含まれます。 

⑺ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに充てられた特定収入がある場合の仕入控除税額の調整規定

1  調整規定の概要

2  取戻し対象特定収入の判定

－15－



　通常の借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付された場合、当該補助金等は当該借入金

等に係る事業に係る経費のみに使用される収入として使途を特定することとなります（Ｐ８参照）

ので、当該補助金等により支出された「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」については、当該

借入金等に係る事業を行った課税期間において当該借入金等により支出された適格請求書発行事業

者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち当該補助金等により返済又は償還され

る部分の金額となります。

⑵ 補助金等の一部を返還した場合の取扱い                                   

例えば、補助金等（課税仕入れ等に係る特定収入に該当するものに限ります。以下⑵〜⑷におい

て同じです。）が減額され、その一部を返還したことにより、当該補助金等により行う事業の経費

として支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が、返還後の補助金等の金額よりも大き

くなった場合、取戻し対象特定収入の判定は、返還後の補助金等の金額により支出された課税仕入

れに係る支払対価の額の合計額を基礎として行います。 
また、事業者の行う事業の経費の一部について補助金等が交付される場合のように、当該事業に

つき支出する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が、当該補助金等の金額よりも大きくなるこ

とがありますが、このような場合、事業の経費のうち、当該補助金等により支出されたものではな

い課税仕入れに係る支払対価の額については、取戻し対象特定収入の判定の基礎となる「課税仕入

れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額」には含まれません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑶ 借入金等の返済又は償還のための補助金等の取扱い

また、取戻し対象特定収入の判定の基礎となる「課税仕入れ等に係る特定収入により支出された

課税仕入れに係る支払対価の額の合計額」は、当該借入金等に係る事業を行った課税期間において

当該借入金等により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうち補助金等により返済

又は償還される部分の金額となります。 
なお、当該補助金等に係る調整計算については、当該借入金等の返済又は償還のための補助金等

が交付された課税期間において行うこととなるため、取戻し対象特定収入のあった課税期間は、当

該補助金等が交付された課税期間となります。    

※ 以下の補助金等は、全額課税仕入れのために支出されたものとしています。 

≪事業の一部の経費に対し補助金等が交付された場合≫ 

・ 事業に係る課税仕入れ 200 万円  

・ 交付された補助金等 100 万円 

 ⇒ 取戻し対象特定収入の判定の基礎となる「課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕

入れに係る支払対価の額の合計額」は、交付された補助金等の金額である 100 万円となります。 

≪上記事例において、補助金等が減額され、その一部が返還された場合≫ 

・ 事業に係る課税仕入れ 200 万円  

・ 当初交付された補助金等 100 万円 

・ 返還した補助金等（減額された金額） 10 万円 

⇒ 取戻し対象特定収入の判定の基礎となる「課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕

入れに係る支払対価の額の合計額」は、当初交付された補助金等 100 万円から返還した補助金等

10 万円を控除した残額 90 万円となります。 

 

具体例 
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⑷ 「国、地方公共団体が合理的な方法により使途を明らかにした文書」により控除対象外

仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにする場合の取扱い

「国、地方公共団体が合理的な方法により使途を明らかにした文書」により控除対象外仕入れに

係る支払対価の額の合計額を明らかにする場合の「取戻し対象特定収入の判定単位」及び「控除対

象外仕入れに係る支払対価の額」の取扱いは、以下のとおりです。 

 取戻し対象特定収入の判定単位  

「国、地方公共団体が合理的な方法により使途を明らかにした文書」により使途を特定（課税

仕入れ等に係る特定収入に該当するかどうかを判定）した課税仕入れ等に係る特定収入であっ

ても、取戻し対象特定収入の判定は、当該課税仕入れ等に係る特定収入ごとに、その課税仕入れ

等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額を基礎として行う

こととなります。 

一方で、Ｐ８②イからハまでに掲げる方法によっては使途が特定できない補助金等をまとめて、

その課税期間における支出を基礎としてあん分計算により、使途を特定（Ｐ９②ニの方法により

使途を特定）し、課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入れに係る支払対

価の額も同様の方法により明らかにする場合においては、課税仕入れ等に係る特定収入ごとに

区分した控除対象外仕入れに係る支払対価の額を算出し、個々に取戻し対象特定収入の判定を

行うことは困難です。 
このため、上記のような課税仕入れ等に係る特定収入ごとに取戻し対象特定収入の判定を行

うことが困難な場合には、当該課税仕入れ等に係る特定収入をまとめて、取戻し対象特定収入の

判定を行って差し支えありません。 

 控除対象外仕入れに係る支払対価の額  

Ｐ９②ニに掲げる方法と同様の方法により課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控

除対象外仕入れに係る支払対価の額を明らかにする場合、次の算式のように、課税期間における

支出の額を基礎としてあん分計算を行うことが考えられます。 

課税仕入れ等に係る特定収入

により支出された控除対象外

仕入れに係る支払対価の額 
＝ 補助金等の額 × 

当課税期間における適格請求書発行事業者 
以外の者からの課税仕入れ等の支出の額 

 

当課税期間における支出の額  

※ この計算では、使途の特定と同時に課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の

額を算出することから、補助金等の額は、Ｐ８①及びＰ８②イからＰ９②ハまでに掲げる方法によって使途の特定ができ

ない補助金等の額となります。 

また、当課税期間における支出には、Ｐ８①又はＰ８②イ若しくはＰ９②ロに掲げる方法により使途が特定された補助

金等の使途としての支出及び借入金等の返済費又は償還費のうちＰ９②ハにおいて処理済みの部分は含まれません。 

 

上記の算式により算出した金額については、実際に課税仕入れ等に係る特定収入により支出

された控除対象外仕入れに係る支払対価の額とは異なり、あくまでも割合により算出したもの

ですが、実際に適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額に基

づいて算出したものですので、このあん分計算により算出した額を控除対象外仕入れに係る支

払対価の額としても差し支えありません。 

－17－



 

                              

  取戻し対象特定収入がある場合の仕入控除税額の調整対象額は、次の⑴～⑶の区分に応じて、そ

れぞれ⑴～⑶に記載の算式により計算します。 

なお、当該調整対象額は、国等へ報告することとされている文書等により控除対象外仕入れに係る

支払対価の額の合計額を明らかにした課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に加算できま

す。 

⑴ 取戻し対象特定収入のあった課税期間における課税売上高が５億円以下で課税売上割合が

95％以上である場合 
 

調 整 

対象額  
＝ 

控除対象外仕入れに 

係る支払対価の額の 

合計額（注１） 

× 

 

× １－ 

取戻し対象特定収入

があった課税期間の

調整割合 
 

 

⑵ 取戻し対象特定収入のあった課税期間における課税売上高が５億円超又は課税売上割合が

95％未満で個別対応方式を適用している場合 
 
調 整 

対象額  
＝ ① ＋ ② × １－ 

取戻し対象特定収入があった

課税期間の調整割合 
 

① ＝ 
控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合

計額（課税売上げにのみ要するもの）（注１） 
× 

 

 

② ＝ 

控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合

計額（課税売上げと非課税売上げに共通し

て要するもの)（注１） 

× 

 

× 

取戻し対象特定収入

があった課税期間の

課税売上割合（注３） 
 

 

⑶ 取戻し対象特定収入のあった課税期間における課税売上高が５億円超又は課税売上割合が

95％未満で一括比例配分方式を適用している場合 
 
調 整 

対象額  
＝ 

控除対象外仕入れに係る支払

対価の額の合計額（注１） 
×  

 

 × 
取戻し対象特定収入があった 

課税期間の課税売上割合（注３） 
× １－ 

取戻し対象特定収入があった

課税期間の調整割合 
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 （注２） 

（注１） 上記各計算式における「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」には、 

・ 免税事業者である課税期間及び簡易課税制度又は２割特例の適用を受ける課税期間において、適格請求書

発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額は含まれません。  

・ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れであっても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存

で仕入税額控除が認められる課税仕入れに係る支払対価の額は含まれません。 

・ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置（80％控除、50％控除）の適用を受ける

課税仕入れに係る支払対価の額は含まれます。 

（注２） 控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控

除対象外仕入れに係る支払対価の額については 108 分の 6.24 を乗じます。 

（注３） 課税売上割合に準ずる割合を含みます。  
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 （注２） 

（注２） 

（注２） 
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※ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて 80％控除の経過措置の適用を受けるもの

は、上記各計算式により算出した本来の調整対象額の 20％相当額、50％控除の経過措置の適用を受け

るものは本来の調整対象額の 50％相当額が、課税仕入れ等の税額の合計額に加算する調整対象額にな

ります。 

3  調整対象額の計算方法
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